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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年６月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月５日 １２時３０分ごろ 

発生場所 栃木県日光市中禅寺
ちゅうぜんじ

湖八丁出島
はっちょうでじま

北岸沖（中禅寺湖南東部） 

 半月丸
はんげつまる

三等三角点から真方位３５９°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４３.５′ 東経１３９°２８.５） 

事故の概要 遊覧船QUEENRESORT
ク イ ー ン リ ゾ ー ト

 CHUZENJI
チ ュ ウ ゼ ン ジ

は、東北東進中、また、プレジャーボ

ート第二山路
や ま じ

丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

QUEENRESORT CHUZENJI は、船首部に凹損等を生じ、また、第二山路

丸は、船首部に亀裂を生じた。 

事故調査の経過 令和元年６月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Å 遊覧船 QUEENRESORT CHUZENJI、５トン未満（長さ６.４８ｍ） 

２３０－２１９０５栃木、有限会社中禅寺観光センター（Ａ

社） 

６.４８ｍ（Lr）×２.００ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

船内外機、１３９.７０kＷ、平成２年６月 

Ｂ プレジャーボート 第二山路丸、５トン未満（長さ３.６４ｍ） 

   ２３０－４３１００栃木、個人所有 

   ３.６４ｍ（Lr）×１.４７ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

  ガソリン機関（船外機）、７.３０kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 男性 ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年４月１８日 

    平成３１年４月１６日をもって失効していた。 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３１歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年９月２６日 

    免許証交付日 平成３１年２月２５日 

           （令和６年９月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に凹損、左舷中央部に擦過傷 
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Ｂ 船首部に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り組み、旅客３人を乗せ、中禅寺湖内

を観光遊覧する目的で、令和元年５月５日１２時００分ごろ中禅寺湖

の中禅寺観光センター桟橋（以下「本件桟橋」という。）を出発し

た。 

Ａ船は、操縦者Ａが操縦席に腰を掛けて操縦を行い、１つ目の景勝

ポイント及び２つ目の景勝ポイントを経由後、３つ目の景勝ポイント

である中禅寺湖南岸から北北東方に延びる八丁出島の西岸沖に到着し

た。 

Ａ船は、操縦者Ａが、主機を微速力前進として手動操舵により、八

丁出島基部付近から観光案内を始めた後、同島西岸沖を北北東進し

た。 

Ａ船は、八丁出島北北西岸沖において、操縦者Ａが、観光案内を中

断して４つ目となる最後の景勝ポイントに向かうこととし、周囲の状

況を確かめたところ左舷船首方の漂泊船１隻（以下「本件漂泊船」と

いう。）以外に他船を認めなかったので、前路に航行の支障となる船

舶はいないと思い、右方の同島北北西岸から北岸沿いの浅所への接近

状況に注意しながら、本件漂泊船と浅所との間を増速して通過後、右

転して東北東進を始めた。 

Ａ船は、船長Ａが、約３０km/hの速力（対地速力）で八丁出島北岸

沖を東北東進中、１２時３０分ごろ、Ｂ船を船首方至近に認め、慌て

て右舵一杯としたものの、Ｂ船と衝突した。 

Ａ船は、操縦者Ａが、反転させてＢ船のそばに引き返し、船長Ｂか

ら所属の会社名を尋ねられたのでＡ社社長であることを伝えた後、最

後の景勝ポイントを経由して本件桟橋に着桟した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、中禅寺湖内でひめます
．．．．

のルアー

釣りを行う目的で、５日０５時００分ごろ日光市中宮祠
ちゅうぐうし

の湖岸を出発

した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、両舷から各２本の竿
さお

を出して中禅寺湖東岸沖で

場所を移動しながら釣りを行い、１２時２５分ごろ、八丁出島北岸沖

約１０ｍに移動したところ、水深が浅くなったので、釣り糸を短くす

る目的で船外機を中立運転とし、船首を西方に向けて漂泊を開始し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、左舷船首方に出した竿のリールを巻き上げてい

たとき、左舷船首方約１００ｍの八丁出島北北西岸沖にＡ船を視認

し、Ａ船がＢ船の北方沖に向けて増速を始めたように見えたので、Ｂ

船から離れて安全に通過していくものと思い、漂泊を続けていたとこ
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ろ、Ａ船が徐々に右転し、Ｂ船に向かってきたのでどうすることもで

きず、船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船のそばに引き返してきた操縦者Ａに、所属

の会社名等を確認し、Ｂ船が着桟後にＡ社に出向くことを伝え、本件

桟橋に着桟した。 

船長Ｂは、親族に携帯電話で本事故の発生を伝え、同親族が警察署

に通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船及びＢ船、写真２ Ｂ

船 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、レーダーが装備されていなかった。 

操縦者Ａは、中禅寺湖での観光遊覧を約５０年前から営んでおり、

本事故発生場所を幾度も航行した経験があった。 

操縦者Ａは、本事故当時、中禅寺湖の水位が低下していたこともあ

り、右方の陸岸沿いの浅所への接近状況に注意を向けていたので、船

首方の見張りが疎
おろそ

かになり、漂泊中のＢ船に衝突直前まで気付かな

かったと本事故後に思った。 

操縦者Ａは、平成１９年３月に中禅寺湖での観光遊覧を目的とした

不定期航路事業の届出を行い、事故処理基準に定められている事故発

生時の通報を警察署及び運輸局に行っていなかった。 

操縦者Ａ及び旅客３人は、救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂは、平成２６年に小型船舶操縦士免許を取得し、専ら中禅寺

湖で釣りを行っていた。 

船長Ｂは、本事故当時、笛を船外機にぶら下げていた。 

船長Ｂは、複数社の運航する遊覧船がふだんから八丁出島北岸沖を

通ることを知っていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、八丁出島北北西岸沖を北北東進中、操縦者Ａが、最後の景

勝ポイントに向かう際、周囲を見たところ本件漂泊船以外に他船を認

めなかったので前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、右方の

陸岸沿いの浅所への接近状況に意識を向けながら右転して東北東進し

たことから、船首方で漂泊していたＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 操縦者Ａは、小型船舶操縦免許証が失効していたことから、本船の

操縦を行ってはならなかった。 

Ｂ船は、八丁出島北岸沖において、船首を西方に向けて漂泊中、船

長Ｂが、左舷船首方約１００ｍにＡ船を視認した際、Ａ船がＢ船の北
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方沖に向けて増速を始めたように見えたのでＢ船から離れて安全に通

過していくものと思い、漂泊を続けていたことから、Ａ船が徐々に右

転し、Ｂ船に向かってきたのでどうすることもできず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、八丁出島沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が船首を

西方に向けて漂泊中、操縦者Ａが、最後の景勝ポイントに向かう際、

右方の陸岸沿いの浅所への接近状況に意識を向けながら右転して東北

東進し、また、船長Ｂが、Ａ船を視認した際、Ａ船がＢ船から離れて

安全に通過していくものと思い、漂泊を続けていたため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・一方向のみに意識を向けることなく、常時周囲の適切な見張りを

行うこと。 

・接近する他船を認めた場合、他船が避けると思い込まず、船体を

移動させるなどして早期に衝突を避けるための措置を採ること。 

・事故発生後、速やかに事故処理基準に定められた官公署に通報す

ること。 

・受有する小型船舶操縦免許証の有効期間を確認し、更新手続を行

うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

事故発生場所（令和元年５月５日１２時３０分ごろ発生） 

二荒山神社中宮 

上野島 
立木観音 

  中禅寺湖 
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写真１ Ａ船及びＢ船 
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